
事 務 連 絡

平成３０年９月７日

各都道府県教育委員会指導事務主管課

各指定都市教育委員会指導事務主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課

附属学校を置く各国立大学法人担当課

附属学校を置く各公立大学法人担当課
御中

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第１２条

第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

自殺予防週間における自殺対策主管部（局）と連携した

児童生徒の自殺予防に関する取組について

平素から，文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。

この度，厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室から，別紙１のとおり，

自殺予防週間における教育委員会等と連携した児童生徒の自殺予防に関する取組に

ついて協力依頼がありました。

児童生徒の自殺予防については，８月下旬から９月上旬等の学校の長期休業明け

にかけて児童生徒の自殺が急増する傾向があることを踏まえ，「児童生徒の自殺予

防に係る取組について（通知）」（平成30年６月８日付け30初児生第５号文部科学省

初等中等教育局児童生徒課長通知）（別紙２）に基づき，学校において，保護者，

地域住民，関係機関等と連携の上，積極的な取組を実施することをお願いしている

ところです。

９月10日から自殺予防週間が始まりますが，学校や悩みを抱える児童生徒に必要

な情報等が届くよう，同週間において貴県（市）が行う自殺予防の取組等について，

貴職と自殺対策主管部（局）との間で連携協力を密にして周知を図る等，長期休業

明け後においても，引き続き，児童生徒の自殺予防が図られるよう，特段の御配慮

をお願いいたします。

なお，このことについて，都道府県教育委員会・指定都市教育委員会にあっては

所管の学校等及び域内の市区町村教育委員会等に対して，都道府県にあっては所轄



の学校法人及び私立学校に対して，附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人

にあっては附属学校に対して，構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた

地方公共団体にあっては認可した学校に対して，周知を図るとともに，適切な対応

がなされるよう御指導をお願いします。

（本件担当）

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

生徒指導企画係

電話番号 03-5253-4111（内線3298）


















